
１．当センターが提供するサービスについての相談窓口

電話 ０９８５－８３－２２１２ 担当 河原　良尚（かわはら　よしたか）

＊ ご不明な点は、なんでもおたずねください。

２．祇園デイサービスセンターの概要

（１） 提供できるサービスの種類と地域

名称 祇園デイサービスセンター

所在地 宮崎市和知川原３丁目１７番地１

介護保険指定番号 通所介護 事業所番号　４５７０１０１５７８

サービスを提供する 宮崎市内

対象地域 ＊ ＊上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。

（２） 同センターの職員体制

管理者

生活相談員

看護師

機能訓練指導員

介護職

管理栄養士

（  ）内は男性再掲

（３） 同センターの設備の概要

定員  ６０名 静養室  １室  １床

食堂兼機能訓練室 １室   ２３３．０１㎡ 相談室  １室

浴室 一般浴槽が２槽 送迎車  ８台

特殊浴槽が１槽

（４） 営業時間

（5） サービス提供時間

３．サービス内容

（１）   健康状態の確認

血圧、脈拍、体温、その他全身状態のチェックを行う

（２）   送迎サービス

障害の程度、地理的条件、その他の理由により送迎を必要とする利用者については

必要な支援、サービスを提供する。

（３）入浴サービス

家庭において入浴することが困難な利用者に対して、衣類着脱の介助、身体の清拭、

入浴、洗髪、洗身その他必要な入浴の介助必要なサービスを提供する。

（４）給食サービス

給食を希望する利用者に対して、準備、後始末、食事摂取の介助その他必要な食事

サービスを提供する。

通所介護重要事項説明書（祇園デイサービスセンター）
＜２０２５年１月１日 現在 ＞

常勤 常勤兼務 非常勤 非常勤兼務 計

１名（１） １名（１）

２名 ２名

２名 1名 ３名

２名 1名 ３名

１名 １名

１名（１） ３名（1） ８名（1） １４名（３ ）

月～土（平日） 午前８時３０分～午後５時３０分 休業日 日祝日、12月30日～1月3日

月～土（平日） 午前９時００分～午後５時００分 休業日 日祝日、12月30日～1月3日



（５）機能訓練　　

身体機能の維持及び改善のために必要な運動、体操その他の機能訓練を行う。

（６）認知症予防及び進行予防

認知症の進行防止のために回想療法やその他脳活性化プログラムを行う。

（７）相談、助言

利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。

４．料金

（１） 利用料金（下記金額はすべて介護保険適用時の１日あたりの自己負担額）

① 通所介護費

要介護度１

要介護度２

要介護度３

要介護度４

要介護度５

９時間以上１０時間未満の利用　　　上記金額に　￥５０　を加算
１０時間以上１１時間未満の利用　　上記金額に　￥１００　を加算
１１時間以上１２時間未満の利用　　上記金額に　￥１５０　を加算

１２時間以上１３時間未満の利用　　上記金額に　￥２００　を加算

１３時間以上１４時間未満の利用　　上記金額に　￥２５０　を加算

① 個別機能訓練加算（該当者のみ）

個別機能訓練Ⅰイ　　￥５６／日　　個別機能訓練Ⅱ　￥２０／月

個別機能訓練Ⅰロ　　￥７６／日　　

② 入浴介助加算（該当者のみ）

 Ⅰ：￥４０／日　　　Ⅱ：￥５５／日

③ 認知症加算（該当者のみ）　

１回の利用につき　￥６０

④ 生活機能向上連携加算Ⅱ２（該当者のみ）　

１月につき　　￥１００

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算（該当者のみ）　

Ⅰ：６ヶ月につき　　￥２０　　　Ⅱ：６ヶ月につき　　￥５

⑥ 栄養アセスメント加算（該当者のみ）　

１月につき　　￥５０

⑦ 栄養改善加算（該当者のみ）　

１回￥２００／３ヶ月以内の期間に限り月２回を限度

⑧ 口腔機能向上加算（該当者のみ）　

Ⅰ：１回￥１５０／３ヶ月以内の期間に限り月２回を限度

Ⅱ：１回￥１６０／３ヶ月以内の期間に限り月２回を限度

⑨ サービス提供体制強化加算（Ⅰイ）

1回の利用につき　　￥２２

⑩ 中重度者ケア体制加算

１回の利用につき　　￥４５

⑪ ADL維持等加算

Ⅰ：１月につき　　￥３０

Ⅱ：１月につき　　￥６０

⑫ 科学的介護推進体制加算

１月につき　　￥４０

¥669

３時間～
４時間

４時間～
５時間

５時間～
６時間

６時間～
７時間

７時間～
８時間

８時間～
９時間

¥370 ¥388 ¥570 ¥584 ¥658

¥915
¥423 ¥444 ¥673 ¥689 ¥777 ¥791
¥479 ¥502 ¥777 ¥796 ¥900

¥1,168

¥533 ¥560 ¥880 ¥901 ¥1,023 ¥1,041

¥588 ¥617 ¥984 ¥1,008 ¥1,148



⑬ 送迎減算

片道につき　　▲￥４７

介護職員等処遇改善加算Ⅰ

上記①～⑬の合計額の９．２%

 食事代（介護保険適用外：該当者のみ）

１回あたり  ￥65０（食材料費および調理コスト代）※昼食キャンセルは当日9時迄
※夕食を希望する場合は1食　￥６5０　朝食は￥４5０

※夕食の依頼とキャンセルは前日の１２時迄となります。
※朝食の依頼とキャンセルは当日の８時３０分迄となります。
※上記の該当時間を過ぎたキャンセルは、
　　　　　　　　　　　　　　　　該当食費を算定させて頂きます。

その他

上記の他、個人で使用される日常生活用品やレクリエーション等にかかる

費用等は実費負担となります。

（２） 延長料金 （介護保険適用外）

１４時間を超えてのご利用の場合

　 １時間当り　￥１０５０　（端数は30分以上切り上げ、30分未満切捨て）

（３） 支払方法

  毎月、１５日頃までに前月分の請求をいたしますので、１０日以内にお支払いください。

お支払いいただきますと、領収証を発行します。

  お支払方法は、口座引落とし、または直接の払込のいずれかです。

（４） 個人負担金の割合

平成３０年１０月からのご利用料は、１割・２割・３割負担の方のいずれかです。

５．サービスの利用方法

（１）サービスの利用開始

まずは、お電話等でお申し込みください。当施設職員がお伺いいたします。

通所介護計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。

 ※ 居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。

（２）サービスの終了

① ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合

 サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出下さい。

② 当施設の都合でサービスを終了する場合

 人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がござい

ます。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知いたします。

③ 自動終了

 以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。

・ ご利用者様が介護保険施設に入所した場合

・ 介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該当（自立）と

  認定された場合

※ この場合、条件を変更して再度契約することができます。

・ ご利用者様がお亡くなりになった場合

④ その他

・ 当センターが正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、

  お客様ご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産し

  た場合、ご利用者様は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了することが

  できます。



・ ご利用者様が、サービス利用料金の支払を２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したに

  もかかわらず１０日以内に支払わない場合、ご利用者様が正当な理由なくサービスの中止を

  しばしば繰り返した場合、ご利用者様が入院もしくは病気等により、３ヶ月以上にわたって

  サービスが利用できない状態であることが明らかになった場合、またはご利用者様やご家族

  などが当センターや当センターのサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの

  背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座に契約を終了させていただ

  く場合がございます。

６．当センターのデイサービスの特徴等

（１） 運営の方針

○ 一人ひとりの状態に合わせた個別のプログラムで、心身機能の維持・向上に努めます。

○ 利用者個々の尊厳を大切にし、これまでの人生に敬意を払い、低下した能力よりも今持っ

ているすばらしい才能を尊重したケアを目指します。

○ 緊急時の早朝、夕方等の延長利用サービス（有料）：ケアプランに基づく通常の

ご利用時間の超えての延長利用にも支援できるよう努めます。

○ 夕食サービス（有料）：夕方延長利用の場合にご希望により夕食（冷凍保存食）を提供で

きます。

○ 医療との連携：医療的なケアや緊急時の対応に対し、主治医との連携を図ります。

○ その他　季節感のある行事、近隣地域との交流、介護者教室の開催等を行います。

（２） サービス利用のために

事  項 備   考

男性介護職員の有無

時間延長の可否

従業員への研修の実施 月１回以上の研修を実施しています

サービスマニュアルの作成

その他

（３） サービス利用に当たっての留意事項

・送迎時間の連絡 送迎は毎日ほぼ決まった時間にお伺いいたしますが

変更をご希望される場合はご連絡ください。

・食事キャンセル料について 食事キャンセルは、当日の午前９時迄にご連絡下さい。

午前９時以降のキャンセルは食事代を徴収させて頂きます。

・体調確認 朝の体調を連絡ノートに記入してください。必要であれば

医師の診察を受けていただきます。

・体調不良等による

  サービスの中止・変更 体調不良等によりお休みされる場合はご連絡ください。

・時間変更 延長利用等のご希望があればご連絡ください。

体制上可能な限り、ご支援努めます。

・設備、器具の利用 各種治療機器の操作は職員にお任せください。

７.提供するサービスの第三者評価の実施状況

　 ・実施なし

８．事故発生時の対応

通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員

及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速

やかに行います。

有無

○

○

○

○



9．緊急時の対応方法

  サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前のうちあわせにより、主治医、救急隊、

親族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。

主治医 主治医氏名

連絡先

10．非常災害対策

・防災時の対応 風水害や地震等の避難訓練計画を作成し、防災時には

利用者の安全を第一に考え、迅速な対応を心がけます。

・防災設備 消防法に基づいた火災報知器、消火器等を設置してい

ます。

・防災訓練 年２回以上の防災訓練・避難訓練を実施します。

・防火責任者 河原　良尚

11．身体拘束・高齢者虐待

・身体拘束・虐待の防止のための指針を整備しています。

・身体拘束・虐待の防止のための対策を検討する定例会議及び緊急時の臨時会議を開催します。

・従業者に対し、身体拘束・虐待の防止のための研修を定期的に（年２回以上）実施します。

・上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者を決めております。

12．感染症予防及びまん延防止

・感染症予防及びまん延防止のための指針を整備しています。

・感染症予防及びまん延防止の為、感染症委員会を設置しています。

・定例会議及び緊急時の臨時会議を開催（6ヵ月1回）を開催します。尚、BCP委員会い付随し

　開催予定とします。

・従業者に対し、感染対策に関する研修を定期的に（年２回以上）実施します。

・上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者を決めております。

１3．サービス内容に関する苦情

① 当センターご利用者相談・苦情担当

担当 河原　良尚　・　図師田　利恵 電話 ８３－２２１２

② その他

当センター以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。

宮崎市介護保険課 電話０９８５－２１－１７７7

国保連合会　　　 電話０９８５－３５－５１１１

１4．当社の概要

名称・法人種別 医療法人社団　三友会　いしかわ内科

代表者役職・氏名 理事長  石川智信

本部所在地・電話番号 宮崎市神宮西１丁目４９－１　　電話０９８５－３２－２２３４

定款の目的に定めた事業 １、 診療所の経営 ３、  その他これに付随する業務

２、 居宅介護サービス事業

施設・拠点等 診療所 １ヵ所

通所リハビリテーション事業所 １ヵ所

通所介護事業所 ２ヵ所



契約内容および重要事項の説明確認並びに利用申込書

通所介護の提供開始に当たり、利用者に対して契約書および重要事項説明書の内容を

説明しました。

事業者

所在地 宮崎市和知川原３丁目17番地１

名称 祇園デイサービスセンター

説明者 氏名 河原　良尚 印

私は、契約書および重要事項説明書により事業者から通所介護についての説明を

受けましたので、貴事業所の利用を申し込みます。

また、利用に当って聞き取りを受けた本人および家族の情報をサービス担当者会議に

提供することについて同意します。

利用者 住所

氏名 印

（代理人） 住所

氏名 印

※代理人の続柄（　　　　　　　　　）

【ご本人・ご家族記入欄】

その他、利用に
当たっての希望

#REF!

令和 ７年　　　月　　　日

主たる介護者 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関係（　　　　　　）

緊急時連絡先 氏名　　　　　　　　　　　　　　電話


